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 提出期限 令和２年８月１２日（水）まで（郵送の場合は当日消印有効） 

指定開発行為の名称 （仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業 

意 見 書 

令和２年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 

 

住 所  〒 

フリガナ 

氏名（法人の場合は名称及び代表者の氏名） 

電話番号又はメールアドレス 

 

川崎市環境影響評価に関する条例（平成１１年川崎市条例第４８号）第２１条第１項の規定による意見書

を次のとおり提出します。 
（注意事項） 
１ 環境の保全の見地からではない意見や、記載事項に不備がある意見書は、意見書として取扱うことがで
きませんので御注意ください。 

２ 意見の記入及び提出に当たっては必ず別紙「意見書を提出する方へ」を御確認ください。 

意
見
記
入
欄 

提出意見に関連する条例準備書の該当ペー

ジ数又は環境影響評価項目等 

駐車場 

（条例準備書についての環境の保全の見地からの意見） 

 

          駐車場が足りず周辺の駐車場があふれる 

● 駐車台数 

１、住宅用 駅前街区 住宅戸数３９０戸に対し２００台  

北街区  住宅戸数１４０戸に対し６５台 

一戸一台に対し大幅に足りない。周辺の月極め駐車場が溢れて都市環境が悪化する。 

２、駅前街区 商業・公共用 合計２００台 

３、北街区  公共・業務用 合計４５台 

      現状は区役所等公共施設が１２６台と東急フレルが２０８台、合計３４４台である。 

      公共と商業の合計駐車台数は、現在３４４台が２４５台に１００台も大幅に減少する。 

駐車場に入れなくて路上が渋滞する。 

● 関連車両台数について 

  駅前街区の関連車両台数（休日）は 

公共４９０台＋商業１､３００台＝１､７９０台 となっているが 

駐車台数は２００台しかないので９回転しなければ収容できない。 

     利用が集中する時間帯では入庫待ちの車で路上が渋滞する。 

  


